
耐
震
化
や
住
宅
改
修
な
ど
を
補
助  「
住
み
た
い
住
み
続
け
た
い
」を
支
援

問
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課
☎（
２
３
５
）９
６
０
６

　
災
害
対
策
や「
住
み
た
い
住
み
続
け
た
い
」を
支
援
す
る
た
め
、住
宅
の
耐
震
化
や
リ

フ
ォ
ー
ム
な
ど
の
費
用
を
補
助
し
ま
す
。
申
請
書
な
ど
は
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課
で
配
布
の
ほ

か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
詳
細
は
、同
課
へ
問
い
合
わ
せ
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。い
ず
れ
も
予
算
額
に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。

防
災
ベ
ッ
ド
・
耐
震
シ
ェ
ル

タ
ー
の
設
置
費
を
補
助

　

大
規
模
な
地
震
か
ら
命
を

守
る
た
め
の
設
備
設
置
費
用

を
補
助
し
ま
す
。

【
対
象
】昭
和
56
年
５
月
31
日

以
前
に
着
工
し
た
２
階
建
て

以
下
の
木
造
住
宅
に
居
住
す

る
方

【
補
助
額
】上
限
15
万
円（
設

置
費
用
の
２
分
の
１
を
補
助
）

【
申
し
込
み
】４
月
１
日（
月
）

か
ら
住
宅
ま
ち
づ
く
り
課
へ

名称
木造住宅耐震化促進補助金 ブロック塀等撤去費

補助金耐震化 解体
対象 木造住宅の耐震化・解体 ブロック塀等の撤去

金額

 ・耐震診断　上限10万円
 ・耐震改修計画書作成
　上限５万円
 ・耐震改修工事など
　上限93万円

 最大50万円
 ( 基本額上限30万円。条件を 
 満たす場合10万円ずつ加算 )
 【加算条件】
 ①非課税世帯
 ②対象の住宅が空き家

撤去工事　最大30万円
 ( 基本額20万円。通学路に
 面する場合10万円を加算 )

主な
要件
など

 ・ 昭和56年５月31日以前に着工した住宅
 ・２階建て以下の在来工法による木造住宅
 ・耐震性がない住宅（耐震診断を除く）
 ・着手前・着工前である  ・居住者のいない空き家も可
 ・住宅所有者の親族の申請も可

 ・道路に面している高さ60㎝ 
   以上のブロック塀など
 ・着工前である
 ・空き地などのブロック塀など
   も可

申し
込み  ４月１日㈪～令和７年２月28日㈮の㈪～㈮ (㈷除く ) に住宅まちづくり課へ

名称
住宅改修支援事業補助金 住宅取得支援事業補助金

一般住宅改修支援 多世代同居住宅
改修支援 子育て世帯支援型 近居・同居支援型

対象 現在居住している住宅のリフォーム 中古住宅の購入

金額
  上限20万円
  (工事費の５分の１を
  補助 )

  上限30万円
   ( 工事費の５分の１を
 補助 )

  最大50万円
  ( 基本額上限30万円。条件を満たす場合10万円ず
  つ加算 )
  【加算条件】
  ①市外からの転入世帯
  ②市が定める区域内の住宅を購入

主な
要件
など

―
 三世代以上で同居して  
 いる、または新たに同
 居する

 世帯主と配偶者が50
 歳未満で18歳以下の
 子どもがいる

 親世帯が１年以上市内に 
 居住し、中古住宅を購入
 した子世帯である

 ・対象の住宅に１年以上居住している
 ・市に届け出をしている施工業者、または海老名
　商工会議所会員の施工業者による工事
 ・着工前の10万円以上の工事である
 ・耐震性を有している

 ・築10年以上の一戸建て住宅または築20年以上の
   マンションの専有部分である
 ・売買契約日から１年以内である
 ・令和６年１月１日～12月31日に居住し始めている
 ・耐震性を有している

申し
込み

 ４月15日㈪から。申請場所などの詳細は、
 市ホームページでお知らせします

 ４月１日㈪～令和７年２月28日㈮の㈪～
  ㈮ ( ㈷除く ) に住宅まちづくり課へ

住宅のリフォーム・中古住宅の購入費を補助

木造住宅の耐震化・ブロック塀などの撤去工事費を補助

耐震シェルター 防災ベッド

環
境
に
優
し
い
設
備
や
自
動
車
の

購
入
に
補
助
金
を
交
付

　
設
置
工
事
着
手
ま
た
は
車
の
新
規
登
録
の
２
週
間
前
ま
で
に

環
境
政
策
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、同
課
へ
問
い
合

わ
せ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
４
月
１
日（
月
）〜
令
和
７
年
２
月
28
日（
金
）（
予
算
額
に
達
し

次
第
終
了
）

条
①
〜
④
の
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と

　
①
市
内
の
自
宅
ま
た
は
事
業
所
に
設
置
・
導
入
す
る

　
②
新
規
の
設
備
・
車
両
で
あ
る

　
③
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い

　
④
令
和
７
年
３
月
31
日（
月
）ま
で
に
設
置
・
導
入
し
、完
了
報

告
が
で
き
る

問
環
境
政
策
課
☎（
２
３
５
）４
９
１
２

「広報えびな」の
共通マークと
ルール

日時 ・ 日にち　 期間　 時間　 場所 　
対象　 定員　 内容　 講師　 費用
持ち物　 その他　 任期　 条件 　
主催　 Ｅメール　 ホームページ 　
問い合わせ　 申し込み　 予約制

祝除祝日を除く 休休み

・ 市外局番…省略しているものは全て「046」です
・ 市〇〇〇課への郵送…「〇〇〇課へ」とあるものは「〒243-0492
　　　　　　　　　　   海老名市役所〇〇〇課行」で届きます
・ 市役所開庁時間…省略している場合は原則「㈪～㈮8時30分～17時15分」

高齢者対象
の教室など

めざせ！ えびな健康
マイレージ対象

対　象 補助額
太陽光発電施設     ２万円／kW（上限20万円）
定置用リチウムイオン蓄電池     ７万円
エネファーム     ６万円
ＨＥＭＳ     １万円
Ｖ２Ｈ充放電設備     ３万円
電気自動車    15万円
燃料電池自動車    40万円

スマートハウス加算

　「太陽光発電施設」と「ＨＥＭＳ」に加え、「定置用リ
チウムイオン蓄電池」または「エネファーム」、「Ｖ２Ｈ
充放電設備」のいずれかを同時に設置する場合、上
表の補助額に２万円を加算します。

猫
と
共
に
暮
ら
す
た
め
の
補
助
制
度

　
猫
は
繁
殖
力
が
強
い
動
物
で
す
。
飼
い
猫
や
飼
い
主
が
い
な
い
猫
へ
の
不
妊
・
去

勢
手
術
、マ
ナ
ー
を
守
っ
た
飼
育
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

飼
い
猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
費
用
補
助

　
飼
い
猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
費
用
を
補
助
し
ま
す
。
補
助
は
１
年
度
内
２
匹
ま
で
。

【
対
象
】市
内
在
住
の
方
・
市
内
事
業
者

【
対
象
猫
】生
後
６
カ
月
以
上
の
飼
い
猫
ま
た
は
手
術
後
に
飼
う
猫

【
補
助
額
】不
妊
手
術
１
匹
５
０
０
０
円
、去
勢
手
術
１
匹
３
０
０
０
円

【
申
し
込
み
】手
術
予
定
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
環
境
政
策
課
へ
必
要
書
類
を
提
出

Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
を
行
う
個
人
・
団
体
対
象  

飼
い
主
が
い
な
い
猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
費
用
補
助
制
度

　
飼
い
主
が
い
な
い
猫
を
捕
獲
し
不
妊
・
去
勢
手
術
を
受
け
さ
せ
、元
の
場
所
に

戻
す
Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
を
補
助
し
ま
す
。

【
対
象
】登
録
団
体
・
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
方
・
市
内
事
業
者

【
対
象
猫
】飼
い
主
が
い
な
い
猫

【
補
助
額
】１
匹
５
０
０
０
円

【
要
件
】個
人
や
事
業
者
は
事
前
に
市
の
Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
講
習
会
を
受
講
し
て
い
る
こ

と
、不
妊
・
去
勢
手
術
時
に
耳
先
カ
ッ
ト
を
施
す
こ
と
な
ど

問
環
境
政
策
課
☎（
２
３
５
）４
９
１
２

マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

•
無
責
任
な
餌
や
り
は
や
め
ま
し
ょ
う

•
ふ
ん
尿
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
や
交
通
事
故
を
避
け
る
た
め
、屋
内
で
飼
育
し
ま
し
ょ
う

•
動
物
の
遺
棄
は
犯
罪
で
す
。
最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
育
し
ま
し
ょ
う

案内ページ

Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
講
習
会

　
Ｔ
Ｎ
Ｒ
の
概
要・活
動
の
留
意
点・

補
助
制
度
な
ど
を
学
び
ま
す
。３
年

ご
と
の
更
新
制
で
す
。

日
５
月
21
日（
火
）14
時
〜
15
時
場
市

役
所
4
0
1
会
議
室
対
Ｔ
Ｎ
Ｒ
を
実

施
予
定
の
市
内
在
住
の
18
歳
以
上
の

方・市
内
事
業
者
な
ど
定
先
着
30
人

費
無
料
申
４
月
２
日（
火
）か
ら
、直

接
ま
た
は
電
話
で
環
境
政
策
課
へ
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